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決算特別委員会第２分科会資料 

 

    
 

要求資料 
 
   １ 市町村消防団の団員数及び条例定数の改正状況並びに処遇改善対応状況 

                       （消防総務課）・・・・・・ Ｐ１ 

 

    ２ 島根原子力発電所に新たに入所する者や放射線業務従事者に行う教育 

訓練実績              （原子力安全対策課）・・・ Ｐ３ 

      

    ３ 島根原子力発電所における放射線業務従事者の線量管理状況（被ばく 

実績）               （原子力安全対策課）・・・ Ｐ４ 
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 １．市町村消防団の団員数等

条例定数 実員数 充足率 改正年度 改正前 改正後 増減率

1,970 1,880 95.4% R5 2,255 1,970 ▲ 12.6%

850 770 90.6% R4 1,065 850 ▲ 20.2%

H28 1,993 1,844 ▲ 7.5%

R3 1,844 1,841 ▲ 0.2%

690 591 85.7% R2 754 690 ▲ 8.5%

780 780 100.0% R5 844 780 ▲ 7.6%

H27 823 776 ▲ 5.7%

R5 776 667 ▲ 14.0%

675 527 78.1% - - - -

1,212 1,102 90.9% R3 1,442 1,212 ▲ 16.0%

573 475 82.9% H31 615 573 ▲ 6.8%

300 245 81.7% H30 320 300 ▲ 6.3%

170 153 90.0% R5 180 170 ▲ 5.6%

300 250 83.3% - - - -

580 473 81.6% - - - -

350 284 81.1% - - - -

300 216 72.0% - - - -

119 109 91.6% H30 117 119 1.7%

145 124 85.5% R2 208 145 ▲ 30.3%

75 62 82.7% H27 70 75 7.1%

487 458 94.0% R4 525 487 ▲ 7.2%

　(2) 人口減少等に伴い、実情に応じて組織を再編した上で定数を減　（計８回）

　(3) 定数を増　（計２回）
　　・幹部団員（副分団長）の定員の増により、定数を増（海士町）
　　・入団候補者の増加見込みにより、定数を増（知夫村）

改正理由

市町村消防団の条例定数、実員数

現況（R5.10.1時点） 条例定数の改正状況（H25～R5(10月1日時点)）

 松江市 ➀実員数の減

 浜田市 ➁実員数の減・組織再編

 出雲市 1,841 1,640 89.1%
➁実員数の減・組織再編

➁実員数の減・組織再編

 益田市 ➀実員数の減

 大田市 ➀実員数の減

➁実員数の減・組織再編

 江津市 -

 雲南市 ➁実員数の減・組織再編

➀実員数の減

 安来市 667 615 92.2%

 奥出雲町 ➁実員数の減・組織再編

 飯南町 ➁実員数の減・組織再編

 川本町 ➀実員数の減

 美郷町 -

 邑南町 -

 津和野町 -

 吉賀町 -

 海士町 ③幹部団員定員の増等

 西ノ島町 ➁実員数の減・組織再編

２．市町村消防団の条例定数の改正状況(H25～R5)

　(1) 人口減少等に伴い、実情に応じて定数を減　（計６回）

 知夫村 ③幹部団員定員の増等

 隠岐の島町 ➀実員数の減

 合　計 12,084 10,754 89.0% - - - - -
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決算特別委員会第２分科会資料 

令 和 ５ 年 1 0 月 2 3 日 

防 災 部 消 防 総 務 課 

市町村消防団の処遇改善対応状況 

１．非常勤消防団員の報酬等の基準（令和 3 年 4 月 13 日 消防庁長官通知） 

(1) 年額報酬の額 

「団員」階級の者については、年額 36,500 円を標準とする。 

(2) 出動報酬の額 

災害に関する出動については、１日当たり 8,000 円を標準とする。 

(3) 支給方法 

消防団員個人に対し、活動記録等に基づいて市町村から直接支給する。 

２．島根県内市町村の対応状況 

市町村名 

年額報酬 

円/年 

出動報酬(災害) 

円/日 

直接支給 

〇:実施済 

 引上げ時期  引上げ時期  実施時期 

松江市 36,500 Ｒ５年４月 8,000 Ｒ５年４月 〇 Ｒ５年４月 

浜田市 36,500 Ｒ４年４月 8,000 Ｒ４年４月 〇 Ｒ３年以前 

出雲市 36,500 Ｒ５年４月 8,000 Ｒ５年４月 〇 Ｒ４年４月 

益田市 36,500 Ｒ５年４月 8,000 Ｒ５年４月 〇 Ｒ５年４月 

大田市 36,500 Ｒ５年４月 8,000 Ｒ５年４月 〇 Ｒ５年４月 

安来市 36,500 Ｒ５年４月 8,000 Ｒ５年４月 〇 Ｒ４年 10月 

江津市 36,500 Ｒ４年４月 8,000 Ｒ４年４月 〇 Ｒ４年４月 

雲南市 36,500 Ｒ５年４月 8,000 Ｒ５年４月 － 検討中 

奥出雲町 36,500 Ｒ４年４月 8,000 Ｒ４年４月 〇 Ｒ４年４月 

飯南町 36,500 Ｒ４年４月 8,000 Ｒ５年４月 〇 Ｒ５年１月 

川本町 36,500 Ｒ４年４月 8,000 Ｒ４年４月 〇 Ｒ４年４月 

美郷町 36,500 Ｒ４年４月 8,000 Ｒ４年４月 〇 Ｒ４年４月 

邑南町 36,500 Ｒ４年４月 8,000 Ｒ４年４月 〇 Ｒ４年４月 

津和野町 36,500 Ｒ５年４月 8,000 Ｒ５年４月 〇 Ｒ５年７月 

吉賀町 36,500 Ｒ５年４月 8,000 Ｒ５年４月 〇 Ｒ５年４月 

海士町 36,500 Ｒ５年４月 5,000 
Ｒ６年４月に
引上げ予定 〇 Ｒ５年９月 

西ノ島町 36,500 Ｒ５年４月 7,000 
Ｒ５年４月に
7,000 円へ引
上げ 

〇 Ｒ４年 12月 

知夫村 14,500 
Ｒ６年４月に
引上げ予定 5,000 

Ｒ６年４月に
引上げ予定 － 

Ｒ６年４月
から予定 

隠岐の島町 23,400 
段階的に引上
げ予定 
(R4・R7・R10) 

8,000 Ｒ４年４月 〇 Ｒ５年１月 

（令和５年１０月１日時点） 
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